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衆
議
院
議
員
福
田
昭
夫
君
提
出
政
府
は
内
閣
府
試
算
や
日
本
の
経
済
の
現
状
に
関
し
て
重
大
な
誤
認
が
あ
る
の
で
は
な
い
か

と
い
う
疑
問
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
福
田
昭
夫
君
提
出
政
府
は
内
閣
府
試
算
や
日
本
の
経
済
の
現
状
に
関
し
て
重
大
な
誤
認
が
あ
る
の
で
は
な

い
か
と
い
う
疑
問
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

内
閣
府
が
平
成
二
十
七
年
八
月
十
四
日
の
閣
議
に
配
布
し
た
「
平
成
二
十
七
年
度
年
次
経
済
財
政
報
告
」
で
は
、
デ
フ
レ

か
ら
の
脱
却
と
経
済
再
生
に
向
け
た
取
組
が
進
み
、
デ
フ
レ
状
況
で
は
な
く
な
る
中
、
経
済
の
好
循
環
が
着
実
に
回
り
始
め

た
結
果
、
二
千
十
四
年
度
の
企
業
収
益
が
過
去
最
高
水
準
に
な
り
、
ま
た
、
有
効
求
人
倍
率
が
二
千
十
五
年
四
月
に
は
二
十

三
年
ぶ
り
の
高
水
準
と
な
る
な
ど
、
企
業
活
動
や
雇
用
を
含
む
幅
広
い
分
野
で
、
お
よ
そ
四
半
世
紀
ぶ
り
と
な
る
良
好
な
経

済
状
況
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
旨
を
記
述
し
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

「
経
済
財
政
の
中
長
期
試
算
」
（
平
成
二
十
四
年
一
月
二
十
四
日
内
閣
府
公
表
）
で
は
、
社
会
保
障
・
税
一
体
改
革
を
考

慮
し
た
場
合
と
し
な
い
場
合
の
平
成
二
十
五
年
度
か
ら
平
成
二
十
八
年
度
の
実
質
Ｇ
Ｄ
Ｐ
成
長
率
に
つ
い
て
、
「
慎
重
シ
ナ

リ
オ
」
に
お
い
て
は
、
「
一
体
改
革
あ
り
」
の
場
合
は
年
平
均
で
一
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
、
「
一
体
改
革
な
し
」
の
場
合

は
年
平
均
で
一
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
と
の
試
算
を
、
「
成
長
戦
略
シ
ナ
リ
オ
」
に
お
い
て
は
、
「
一
体
改
革
あ
り
」
の
場

一



合
は
年
平
均
で
一
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
、
「
一
体
改
革
な
し
」
の
場
合
は
年
平
均
で
一
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
と
の
試
算

を
お
示
し
し
て
お
り
、
お
尋
ね
の
「
年
平
均
で
〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
ポ
イ
ン
ト
程
度
の
差
」
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
差
を

お
答
え
し
た
も
の
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
七
年
九
月
四
日
内
閣
衆
質
一
八
九
第
三
九
三
号
）
三
に
つ
い
て
で
、
「
そ
れ
ぞ
れ
の
試
算
に
お

い
て
は
、
試
算
の
考
え
方
や
、
前
提
と
な
る
経
済
状
況
等
が
異
な
る
こ
と
か
ら
、
御
指
摘
の
計
数
を
も
っ
て
単
純
に
比
較
す

る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
」
と
お
答
え
し
た
の
は
、
試
算
の
対
象
と
す
る
期
間
が
異
な
る
こ
と
や
、
試
算
時
点
の
違
い
に
よ
り

前
提
と
な
る
個
人
消
費
を
取
り
巻
く
経
済
状
況
が
異
な
る
こ
と
等
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
な
お
も
更
な
る
累
増
が
見
込
ま
れ
る
」
に
関
し
て
は
、
国
・
地
方
の
債
務
残
高
の
累
増
が
見
込
ま
れ
る
旨
を

述
べ
た
も
の
で
あ
り
、
「
中
長
期
の
経
済
財
政
に
関
す
る
試
算
」
（
平
成
二
十
七
年
七
月
二
十
二
日
経
済
財
政
諮
問
会
議
提

出
）
の
「
経
済
再
生
ケ
ー
ス
」
に
お
い
て
国
・
地
方
の
公
債
等
残
高
が
増
加
す
る
試
算
結
果
と
な
っ
て
い
る
こ
と
と
整
合
的

な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

二



五
に
つ
い
て

一
般
論
と
し
て
は
、
国
際
会
議
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
は
、
法
的
拘
束
力
が
な
く
、
記
載
さ
れ
た
事
項
は
、
国
際
公
約
で

は
な
い
。
政
府
と
し
て
は
、
御
指
摘
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
を
踏
ま
え
つ
つ
、
「
経
済
財
政
運
営
と
改
革
の
基
本
方
針
二
〇
一
五
」

（
平
成
二
十
七
年
六
月
三
十
日
閣
議
決
定
）
第
三
章
に
定
め
た
「
経
済
・
財
政
再
生
計
画
」
に
沿
っ
て
、
引
き
続
き
、
経
済

と
財
政
双
方
の
一
体
的
な
再
生
を
目
指
し
て
ま
い
り
た
い
。

六
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
経
済
と
財
政
双
方
の
一
体
的
な
再
生
を
目
指
し
て
お
り
、
我
が
国
の
極
め
て
厳
し
い
財
政
状
況
を
放
置

す
れ
ば
、
財
政
の
持
続
可
能
性
に
対
す
る
疑
念
の
高
ま
り
が
経
済
成
長
自
体
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
い
う
認
識
の
下

に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
が
置
か
れ
た
状
況
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
適
切
な
財
政
運
営
を
行
っ
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え

て
お
り
、
一
般
論
と
し
て
は
、
積
極
財
政
を
行
う
べ
き
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
「
経
常
黒
字
で
対
外
純
資
産
が
多
い
」
と
い

う
理
由
で
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。
な
お
、
現
時
点
で
補
正
予
算
に
よ
る
経
済
対
策
を
策
定
す
る
こ
と

は
考
え
て
い
な
い
。

七
に
つ
い
て

三



御
指
摘
の
「
首
相
官
邸
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
」
は
、
首
相
官
邸
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
広
報
ペ
ー
ジ
「
ア
ベ
ノ
ミ

ク
ス
「
三
本
の
矢
」
」
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
当
該
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
つ
い
て
は
、
本
年
五
月
に
改
訂
し
た
も
の

で
あ
る
が
、
本
年
六
月
三
十
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
「
「
日
本
再
興
戦
略
」
改
訂
二
〇
一
五
」
の
内
容
を
踏
ま
え
て
現
在
改

訂
作
業
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
な
お
、
ど
の
よ
う
な
指
標
を
活
用
す
る
こ
と
が
適
切
か
に
つ
い
て
は
広
報
の
観
点

か
ら
検
討
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

八
に
つ
い
て

御
指
摘
の
表
記
に
つ
い
て
は
、
第
二
次
安
倍
内
閣
発
足
以
降
の
経
済
成
長
に
つ
い
て
分
か
り
や
す
く
示
し
た
も
の
で
あ
り

、
国
民
に
誤
解
を
与
え
る
表
記
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。

九
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
夏
季
賞
与：

過
去
二
十
三
年
間
で
最
高
水
準
」
と
い
う
記
載
は
、
厚
生
労
働
省
が
公
表
し
て
い
る
「
毎
月
勤

労
統
計
調
査
」
を
根
拠
と
し
て
い
る
。
同
調
査
で
は
、
事
業
所
規
模
五
人
以
上
の
事
業
所
に
お
け
る
夏
季
賞
与
の
前
年
比
に

つ
い
て
、
平
成
二
十
六
年
は
二
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
増
と
、
平
成
三
年
の
六
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
増
以
来
の
数
値
と
な
っ
て
お
り

、
「
過
去
二
十
三
年
間
で
最
高
水
準
」
と
い
う
表
現
は
不
適
切
で
は
な
い
と
認
識
し
て
い
る
。

四


